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一
　
は
　
じ
　
め
　
に

こ
の
資
料
は
大
判
明
治
四
三
年
一
月
二
五
日
（
民
録
一
六
輯
二
二
頁
）
の

第
一
審
、
控
訴
審
の
各
判
決
原
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
を
紹
介
す
る
に

至
っ
た
の
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
私
は
「
時
効
の
援
用
権
者
」（
修
道
法

学
三
九
巻
二
号
五
七
一
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
時
効
の
援
用
権
者
を
「
時
効

に
よ
り
直
接
に
利
益
を
受
け
る
者
」
と
す
る
判
例
理
論
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

ケ
ー
ス
、
大
判
明
治
四
三
年
一
月
二
五
日
の
出
現
に
至
る
ま
で
の
、
立
法
理

由
や
学
説
等
を
検
討
し
て
、
援
用
権
者
と
は
単
に
「
時
効
に
よ
り
利
益
を
受

け
る
者
」
で
よ
く
、「
直
接
に
」
と
い
う
修
飾
語
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
以
前
の
時
効
の
援
用
権
者
に
関
す
る
大
判
明
治
三
八
年
一
一
月
二

五
日
（
民
録
一
一
輯
一
五
八
一
頁
）
は
援
用
権
者
と
は
「
時
効
ニ
因
リ
テ
利

益
ヲ
享
有
ス
ル
者
」
と
言
う
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
直
接
ニ
」
と
い
う

修
飾
語
は
な
い
。
ま
た
立
法
資
料
や
当
時
の
概
説
書
を
管
見
す
る
か
ぎ
り
、

大
判
明
治
四
三
年
一
月
二
五
日
の
よ
う
に
援
用
権
者
と
は
「
時
効
に
よ
り
利

益
を
受
け
る
者
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
大
判

明
治
四
三
年
一
月
二
五
日
に
は
援
用
権
者
を
「
時
効
ニ
因
リ
テ
利
益
ヲ
享
有

ス
ル
者
」
よ
り
も
「
直
接
ニ
」
と
い
う
修
飾
語
を
付
け
て
狭
く
解
す
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
し
か
し
大

判
明
治
四
三
年
一
月
二
五
日
が
登
載
さ
れ
て
い
る
民
録
に
は
細
か
い
事
実
関

係
は
お
ろ
か
担
当
し
た
裁
判
官
名
さ
え
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
事
実

審
で
あ
る
第
一
審
、
控
訴
審
の
民
事
判
決
原

直
接
に
参
照
し
、
何
ら
か

の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。
判
決
原
本
を
参
照
し
た
結
果
、
援
用
権
者
を
「
直
接
ニ
利

（
１
）
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を六
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益
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
」
に
限
定
す
る
特
別
の
事
情
は
見
当
た
ら
ず
、
当
初
の
予

想
は
は
ず
れ

し
か
し
、
私
に
と
ん
で
も
な
い
読
み
違
い
や
読
み
込
み
不

足
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
ご
教
示
が
得
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と

考
え
、
敢
え
て
〈
資
料
〉
と
し
て
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

二
　
事
実
関
係
の
概
要
と
判
決

Ａ
（
Ｎ
Ｎ
銀
行
）
は
明
治
二
〇
年
六
月
六
日
、
年
利
一
割
五
分
、
弁
済
期

を
同
年
一
一
月
三
〇
日
の
約
定
で
Ｃ
（
Ｔ
Ｉ
省
之
）
に
三
五
〇
円
を
貸
与
し

た
（
甲
債
権
）。
ま
た
Ｂ
（
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
）
は
明
治
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
、

年
利
一
割
五
分
、
弁
済
期
を
同
年
一
一
月
三
〇
日
の
約
定
で
Ｃ
に
貸
与
し
た

（
乙
債
権
）。
Ｃ
所
有
の
丙
１
～

の
各
土
地
（
以
下
で
は
丙
土
地
）
に
は
甲

１１

乙
両
債
権
を
被
担
保
債
権
と
す
る
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
登
記
が
な
さ
れ

明
治
三
一
年
八
月
一
六
日
Ｘ
（
Ｋ
Ｎ
は
つ
）
は
Ｄ
（
Ｋ
Ｎ
又
右
衛
門
）
か
ら

丙
土
地
を
取
得
し
た
。
Ｅ
（
Ｔ
Ｉ
頼
重
）
の
先
々
代
Ｃ
は
明
治
二
九
年
中
に

死
亡
し
た
。
Ｙ
（
Ｓ
Ｍ
庄
吉
）
は
Ａ
か
ら
甲
債
権
、
Ｂ
か
ら
乙
債
権
の
譲
渡

を
受
け
た
。
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
、
Ｙ
が
抵
当
権
を
実
行
し
て
競
売
を

申
し
立
て
、
同
日
競
売
開
始
決
定
が
な
さ
れ
た
。
Ｘ
が
競
売
異
議
訴
訟
を
提

起
し
た
。

第
一
審
、
控
訴
審
と
も
甲
債
権
は
消
滅
し
た
す
る
Ｘ
の
主
張
を
認
め
て
い

な
い
。
争
点
は
も
っ
ぱ
ら
乙
債
権
に
つ
い
て
時
効
の
中
断
が
あ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
中
断
は
な
く
時
効
が
完
成
し
た
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
を
み
る

こ
と
に
す
る
。 （

２
）
た
。

（
３
）
た
。

時
効
に
よ
り
乙
債
権
が
消
滅
し
た
と
主
張
し
援
用
す
る
の
は
Ｘ
で
あ
り
、

時
効
の
中
断
が
あ
り
時
効
は
完
成
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
の
は
Ｙ
で
あ
る
。

Ｘ
は
、
乙
債
権
は
殆
ど
一
八
年
間
行
使
さ
れ
て
い
な
い
の
で
時
効
に
よ
り
消

滅
し
抵
当
権
も
消
滅
し
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
Ｙ
が
抵

当
権
実
行
に
よ
る
競
売
申
立
て
を
し
た
の
は
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
、
同

日
競
売
開
始
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
時
効
は
中
断
し
完
成
し
て
い
な
い
と
主

張
し
た
。

第
一
審
判
決
（
仙
台
地
方
裁
判
所
明
治
四
二
年
一
月
二
九
日
判
決
）
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
乙
債
権
は
民
法
施
行
（
明
治
三

一
年
七
月
一
六
日
）
前
に
成
立
し
抵
当
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
、
抵
当
権
は
登

記
さ
れ
て
お
り
明
治
一
八
年
内
務
省
達
甲
二
〇

い
う
「
書
入
ノ
公
証
ヲ

受
ケ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
か
ら
民
法
施
行
前
に
は
出
訴
期

適
用
は
な
い
。

し
か
し
民
法
施
行
法
三
二

よ
り
民
法
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
民
法
の

時
効
規
定
を
受
け
る
の
で
、
民
法
一
六
七
条
一
項
に
よ
り
時
効
完
成
を
妨
げ

る
事
由
が
存
し
な
け
れ
ば
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
の
経
過
に
よ
り
消
滅
時

効
が
完
成
す
る
こ
と
に
な

Ｙ
が
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
競
売
を
申
立

て
同
日
競
売
開
始
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
時
効
中
断
事
由
に
あ
た
る
。
し

か
し
競
売
開
始
決
定
は
債
務
者
に
通
知
を
し
て
は
じ
め
て
時
効
中
断
の
効
力

が
生
じ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
通
知
が
債
務
者
Ｅ
に
送
達
さ
れ
た
明
治
四
一
年
七

月
一
六
日
は
既
に
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
後
で
あ
る
の
で
、
時
効
は
中
断
し

て
い
な
い
。
従
っ
て
乙
債
権
は
時
効
の
完
成
に
よ
り
消
滅
し
、
こ
れ
を
担
保

す
る
抵
当
権
も
消
滅
し
て
い
る
。

（
４
）
号
に

（
５
）
限
の

（
６
）
条
に

（
７
）
る
。

六
七
七

三
七
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Ｙ
は
控
訴
し
、
Ｘ
も
附
帯
控
訴
し
た
。
Ｙ
も
Ｘ
も
、
乙
債
権
の
時
効
の
中

断
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
時
効
が
完
成
し
た
の
か
に
つ
い
て
第
一
審
と
同

じ
主
張
を
し
た
。

控
訴
審
判
決
（
宮
城
控
訴
院
明
治
四
二
年
七
月
二
四
日
判
決
）
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
基
本
的
に
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
乙
債
権
に
つ
い
て
、
消
滅

時
効
は
、
出
訴
期
限
規
則
の
適
用
が
な
い
の
で
、
民
法
施
行
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
〇
年
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
完
成
す
る
。
明
治
四
一
年
七
月
一
五

日
の
競
売
開
始
決
定
は
時
効
の
中
断
事
由
と
は
な
ら
な
い
。
競
売
法
に
よ
る

競
売
と
民
事
訴
訟
法
の
差
押
え
は
債
権
の
強
制
的
実
行
（
実
現
）
と
い
う
同

じ
性
質
を
有
す
る
の
で
、
競
売
も
民
法
一
四
七
条
の
差
押
え
に
含
ま
れ
る
。

し
か
し
、
時
効
中
断
の
効
力
は
非
訟
事
件
手
続
法
一
八

よ
り
競
売
開
始

決
定
を
時
効
の
利
益
を
受
け
る
者
に
告
知
し
そ
の
裁
判
の
効
力
が
生
じ
た
と

き
に
発
生
す
る
。
競
売
開
始
決
定
は
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
内
に
債
務
者

Ｅ
に
告
知
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
乙
債
権
の
消
滅
時
効
は
中
断
す
る
こ
と
な

く
完
成
し
た
。
従
っ
て
乙
債
権
の
消
滅
確
認
及
び
消
滅
を
原
因
と
す
る
競
売

取
下
請
求
は
理
由
が
あ
る
。

三
　
若
干
の
コ
メ
ン
ト

第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決
と
も
時
効
の
援
用
権
者
と
は
如
何
な
る
者
か

と
い
う
こ
と
に
全
く
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
被
担
保
債

権
（
乙
債
権
）
に
つ
い
て
時
効
の
中
断
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
時
効
が
完

成
し
て
い
る
の
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
物
上
保
証
人
に
対
す
る
担
保
権
実

（
８
）
条
に

行
の
競
売
で
は
、
差
押
発
効
後
に
競
売
開
始
決
定
の
正
本
が
債
務
者
に
送
達

さ
れ
た
場
合
に
は
、
時
効
の
利
益
を
受
け
る
者
に
対
し
て
民
法
一
五
五
条
の

通
知
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
債
務
者
へ
の
送
達
時
に
被
担
保
債
権
の
時
効

中
断
の
効
力
が
生
じ
る
と
す
る
の
が
現
在
の
判
例
で
あ

こ
れ
に
対
し
て
、

管
見
す
る
か
ぎ
り
、
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
に
対
す
る
担
保
権
実
行
の

競
売
に
お
い
て
被
担
保
債
権
の
時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
る
の
時
は
い
つ
か

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
判
例
は
な
い
。
第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決
は
送
達

時
を
と
っ
た
。
し
か
し
物
上
保
証
人
に
対
す
る
担
保
権
実
行
の
競
売
に
つ
い

て
被
担
保
債
権
の
時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
る
の
は
、
競
売
申
立
て
時
で
あ

る
と
す
る
下
級
審
判

学
説
が
あ

競
売
申
立
て
時
に
被
担
保
債
権
の

時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
本
件
に
適
用
す
れ
ば
、
時
効

は
中
断
し
て
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
Ｘ
が
被
担

保
債
権
の
時
効
消
滅
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と

な
る
。
上
告
人
Ｙ
の
上
告
論
旨
第
一
点
は
、
民
法
一
四
五
条
の
当
事
者
と
は

消
滅
し
又
は
取
得
す
る
権
利
関
係
の
当
事
者
で
あ
っ
て
、
被
担
保
債
権
の
債

務
者
が
援
用
し
て
い
な
い
の
に
当
事
者
で
な
い
第
三
取
得
者
Ｘ
は
援
用
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
上
告
論
旨
に
つ
い
て
だ
け
上
告
審
は
判
断

し
て
お
り
、
上
告
人
Ｘ
が
上
告
理
由
に
お
い
て
時
効
中
断
時
は
競
売
申
立
時

又
は
競
売
開
始
決
定
時
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
か
否
か
は
、
民
録
か
ら
は
窺

う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１
）
裁
判
所
が
保
存
し
て
い
た
判
決
原
本
は
平
成
七
年
七
月
ま
で
に
国
立
一
〇
大

（
９
）
る
。

（
　
）
１０決
、

（
　
）
１１る
。

六
七
六

三
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学
の
法
学
部
に
移
さ
れ
、
そ
の
後
平
成
一
二
年
度
か
ら
二
二
年
度
ま
で
に
国
立

公
文
書
館
つ
く
ば
分
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
国
立
一
〇
大
学
が
保
管
す
る
に

い
た
っ
た
経
緯
や
判
決
原
本
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・

青
山
善
充
編
『
図
説
　
判
決
原
本
の
遺
産
』（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
２
）　
そ
の
た
め
上
記
論
文
で
は
、
本
件
の
特
殊
性
で
は
な
く
て
当
時
の
学
説
状
況

か
ら
援
用
権
者
と
は
「
直
接
ニ
利
益
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
」
で
あ
る
と
す
る
判
決
が

あ
ら
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
視
点
を
変
え
た
。

（
３
）　
登
記
法
（
明
治
一
九
年
法
律
第
一
号
）
に
よ
る
登
記
で
あ
る
。
同
法
三
条
は

「
登
記
事
務
ハ
治
安
裁
判
所
ニ
於
テ
之
ヲ
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
、
同
法

六
条
は
「
登
記
簿
ニ
登
記
ヲ
為
サ
ヽ
ル
地
所
建
物
船
舶
ノ
売
買
譲
与
質
入
書
入

ハ
第
三
者
ニ
対
シ
法
律
上
其
効
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
抵
当
権
設

定
は
書
入
で
あ
る
。
こ
の
登
記
法
は
著
し
く
不
評
で
登
記
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
川
口
由
彦
『
近
代
日
本
法
制

史
』（
新
世
社
、
一
九
九
八
年
）
二
五
三－

二
五
五
頁
参
照
。

（
４
）　
内
務
省
達
甲
第
弐
拾
号
　
六
月
十
九
日
「
地
所
質
入
書
入
建
物
船
舶
書
入
質

ノ
公
証
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
出
訴
期
限
無
之
旨
今
般
太
政
官
ノ
裁
令
ヲ
経
候
條

為
心
得
此
旨
相
達
候
事
」

（
５
）　
出
訴
期
限
規
則
三
条
は
「
期
限
ヲ
定
メ
タ
ル
貸
附
米
金
及
ヒ
利
息
ア
レ
ハ
其

利
息
」
に
つ
い
て
五
箇
年
と
規
定
す
る
。

（
６
）　
民
法
施
行
法
三
〇
条
「
民
法
施
行
前
ニ
出
訴
期
限
ヲ
経
過
セ
サ
ル
債
権
ニ
付

テ
ハ
民
法
時
効
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
」、
同
三
一
条
「
民
法
施
行
前
ニ
進
行

ヲ
始
メ
タ
ル
出
訴
期
限
カ
民
法
ニ
定
メ
タ
ル
時
効
ノ
期
間
ヨ
リ
長
キ
ト
キ
ハ
旧

法
ノ
規
定
ニ
従
フ
但
其
残
期
カ
民
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
起
算
シ
民
法
ニ
定
メ
タ
ル

時
効
ノ
期
間
ヨ
リ
長
キ
ト
キ
ハ
其
日
ヨ
リ
起
算
シ
テ
民
法
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
」、

同
三
二
条
「
前
条
但
書
ノ
規
定
ハ
旧
法
ニ
出
訴
期
限
ナ
キ
権
利
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」

と
規
定
す
る
。
三
一
条
、
三
二
条
の
い
う
旧
法
と
は
出
訴
期
限
規
則
で
あ
る
。

（
７
）　
乙
債
権
は
初
日
で
あ
る
明
治
三
一
年
七
月
一
六
日
を
算
入
し
て
（
民
法
一
四

〇
条
但
書
）
明
治
四
一
年
七
月
一
五
日
の
終
了
を
も
っ
て
消
滅
時
効
が
完
成
こ

と
に
な
る
。

（
８
）　
非
訟
事
件
手
続
法
一
八
条
「
裁
判
ハ
之
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
告
知
ス
ル
ニ
因
リ
テ

其
効
力
ヲ
生
ス
」

（
９
）　
中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇

年
）
三
九
九
頁
。
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
一
日
民
集
二
九
巻
一
〇
号
一
五

三
七
頁
、
最
判
平
成
八
年
七
月
一
二
日
民
集
五
〇
巻
七
号
一
九
〇
一
頁
。

（
　
）　
高
松
高
判
平
成
五
年
七
月
一
九
日
判
時
一
四
八
四
号
八
〇
頁
（
上
記
最
判
平

１０
成
八
年
七
月
一
二
日
民
集
五
〇
巻
七
号
一
九
〇
一
頁
の
原
審
判
決
）。

（
　
）　
秦
光
昭
「
物
上
保
証
人
に
対
す
る
競
売
申
立
て
と
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
の

１１
時
効
中
断
効
等
」
金
法
一
三
三
〇
号
一
二
頁
、
石
田
穰
『
民
法
総
則
』（
信
山
社
、

二
〇
一
四
年
）
一
〇
八
一
頁
。

【
仙
台
地
方
裁
判
所
明
治
四
二
年
一
月
二
九
日
判
決
】

明
治
四
十
一
年
ワ
第
九
〇

判
決

仙
臺
市
三
百
人
町
□
□
□
□
番
地
士
族
農 六

七
五

三
七
三



大
審
院
明
治
四
三
年
一
月
二
五
日
判
決
（
民
録
一
六
輯
二
二
頁
）
の
第
一
審
及
び
控
訴
審
判
決
（
大
久
保
）
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原
告

Ｋ
Ｎ

は
つ

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

Ｉ
Ｂ

恒
成

Ｓ
Ｔ

権
三
郎

同
市
荒
町
□
□
□
□
番
地
平
民
無
職

被
告

Ｓ
Ｍ

庄
吉

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

Ｈ
Ｔ

金
作

右
当
事
者
間
ノ
競
賣
異
議
事
件
ニ
付
当
裁
判
所
ハ
判
決
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

主
文

被
告
ハ
仙
臺
市
小
田
原
北
一
番
丁
通
□
番
畑
弐
畝
七
歩
、
同
長
丁
通
□
□
□

番
市
街
宅
地
百
二
十
七
坪
七
合
三
勺
、
同
□
□
□
番
畑
一
丁
八
反
三
畝
十
一

歩
、
同
□
□
□
番
田
六
反
九
畝
二
十
三
歩
、
同
□
□
□
番
畑
一
反
一
畝
十
三

歩
、
同
□
□
□
番
市
街
宅
地
八
十
七
坪
三
合
六
勺
、
同
□
□
□
番
畑
一
反
一

反
五
畝
四
歩
、
同
□
□
□
番
田
三
畝
廿
五
歩
、
同
□
□
□
番
畑
三
畝
二
十
四

歩
、
同
□
□
□
番
畑
九
畝
二
十
五
歩
、
同
□
□
□
番
畑
四
畝
十
九
歩
、
以
上

十
一
筆
ノ
土
地
ヲ
抵
当
ト
シ
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
被
告
ノ
前
主
Ｍ

Ｍ
亀
一
郎
及
Ｔ
Ｉ
頼
重
先
々
代
Ｔ
Ｉ
省
之
間
ニ
成
立
シ
タ
ル
債
権
額
金
八
百

五
十
円
利
息
年
一
割
五
分
期
限
同
年
十
一
月
三
十
日
ノ
債
権
ノ
存
在
セ
サ
ル

コ
ト
ヲ
確
認
シ
且
ツ
右
抵
当
債
権
ノ
弁
済
ヲ
受
ク
ル
為
メ
右
土
地
ニ
對
シ
被

告
ノ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
仙
臺
区
裁
判
所
ニ
為
シ
タ
ル
抵
当
権
實
行

ニ
因
ル
競
売
申
立
ノ
取
下
ノ
手
續
ヲ
為
ス
可
シ

其
ノ
餘
ノ
原
告
請
求
ハ
之
ヲ
却
下
ス

訴
訟
費
用
ハ
其
二
分
ノ
一
ヲ
被
告
ノ
負
担
ト
シ
他
ヲ
原
告
ノ
負
担
ト
ス

事
實

原
告
代
理
人
ハ
主
文
記
載
ノ
不
動
産
ヲ
抵
当
ト
シ
登
記
サ
レ
タ
ル
明
治
二
十

年
六
月
七
日
成
立
ノ
債
権
額
金
三
百
五
十
円
利
息
年
一
割
五
分
期
限
同
年
十

一
月
三
十
日
ノ
債
権
及
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
成
立
ノ
債
権
額
金
八

百
五
十
円
利
息
年
一
割
五
分
期
限
同
年
十
一
月
三
十
日
ノ
債
権
ハ
何
レ
モ
消

滅
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
シ
且
ツ
右
不
動
産
ニ
付
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日

仙
臺
区
裁
判
所
ニ
為
シ
タ
ル
競
賣
申
立
ノ
取
下
手
續
ヲ
為
ス
ヘ
シ
訴
訟
費
用

ハ
被
告
ノ
負
担
ト
ス
ト
ノ
判
決
ヲ
求
ム
ト
一
定
ノ
申
立
ヲ
為
シ
其
事
實
ト
シ

テ
原
告
ハ
明
治
三
十
一
年
八
月
十
六
日
訴
外
Ｋ
Ｎ
又
右
衛
門
ヨ
リ
本
件
ノ
土

地
ヲ
買
得
シ
タ
ル
処
該
土
地
ノ
上
ニ
ハ
訴
外
Ｔ
Ｉ
頼
重
先
々
代
Ｔ
Ｉ
省
之
ノ

所
有
中
同
人
カ
明
治
二
十
年
六
月
六
日
Ｎ
Ｎ
國
立
銀
行
ヨ
リ
利
息
年
一
割
五

分
弁
済
期
同
年
十
一
月
三
十
日
ノ
定
メ
ニ
テ
借
受
ケ
タ
ル
金
三
百
五
十
円
ノ

為
メ
抵
当
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル
登
記
及
同
廿
三
年
十
月
三
十
日
同
シ
ク
Ｔ
Ｉ
省

之
ガ
訴
外
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
ヨ
リ
利
息
年
一
割
五
分
弁
済
期
同
年
十
一
月
三
十
日

ノ
定
メ
ニ
テ
借
受
ケ
タ
ル
金
八
百
五
十
円
ノ
為
メ
ニ
抵
当
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル

豊
記
存
ス
ル
モ
幵
ハ
單
ニ
豊
記
簿
上
存
在
ヲ
有
ス
ル
ニ
止
マ
リ
該
債
権
ハ
後

（
マ
マ
）

（
マ
マ
）

述
ノ
事
由
ニ
因
リ
實
体
上
既
ニ
消
滅
ニ
帰
シ
従
テ
抵
当
権
モ
亦
消
滅
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
リ
然
ル
ニ
被
告
ハ
右
二
口
ノ
債
権
ヲ
各
抵
当
債
権
者
（
Ｎ
Ｎ
国
立
銀

行
ハ
其
後
法
令
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
組
織
ヲ
変
更
シ
株
式
会
社
Ｎ
Ｎ
銀
行
ト
シ
テ

継
續
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
）
ヨ
リ
譲
渡
ヲ
受
ケ
ル
旨
ヲ
以
テ
今
回
右
二
口
ノ
抵
当

六
七
四

三
七
二
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権
實
行
ニ
因
ル
本
件
土
地
ノ
競
賣
ヲ
仙
臺
區
裁
判
所
ニ
申
立
テ
同
裁
判
所
ニ

於
テ
競
賣
手
続
ノ
開
始
ヲ
決
定
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
本
訴
ニ
及
ヒ
タ
ル
次
第
ニ

シ
テ
前
記
債
権
消
滅
ノ
事
由
ヲ
叙
述
セ
ル
第
一
ノ
金
三
百
五
十
円
ハ
曩
キ
ニ

明
治
廿
三
年
一
月
一
日
ニ
在
テ
同
日
迄
ノ
利
息
全
部
ヲ
弁
済
シ
同
廿
六
年
一

月
六
日
ニ
在
テ
更
ニ
同
日
迄
ノ
利
息
ヲ
支
払
ヒ
次
イ
テ
廿
七
年
一
月
ニ
在
テ

利
息
ヲ
入
金
シ
元
金
ハ
同
年
六
月
三
十
日
迄
猶
豫
ヲ
乞
ヒ
其
後
原
告
カ
本
件

抵
当
土
地
ヲ
買
受
ケ
タ
ル
後
チ
三
十
七
年
五
月
ニ
至
リ
抵
当
債
権
者
タ
ル
株

式
会
社
Ｎ
Ｎ
銀
行
ヨ
リ
抵
当
権
實
行
ノ
為
ニ
ス
ル
競
賣
ヲ
仙
臺
区
裁
判
所
ニ

申
請
セ
ラ
レ
其
申
請
ニ
於
テ
表
示
セ
ラ
レ
タ
ル
請
求
ノ
金
額
ハ
元
金
三
百
五

十
円
及
之
ニ
対
ス
ル
明
治
廿
七
年
一
月
一
日
ヨ
リ
返
済
ニ
至
ル
マ
テ
年
一
割

五
分
ノ
利
息
ト
ア
リ
当
時
原
告
ハ
不
当
ノ
請
求
ト
思
惟
シ
タ
ル
モ
債
務
者
ノ

Ｔ
Ｉ
省
之
ノ
懇
請
ア
ル
ニ
任
セ
原
告
ニ
於
テ
前
記
請
求
金
額
全
部
ノ
弁
済
ヲ

了
シ
競
賣
事
件
ハ
同
三
十
七
年
十
月
三
十
日
同
銀
行
ニ
於
テ
之
ヲ
取
下
タ
リ

第
二
ノ
八
百
五
十
円
ハ
元
来
Ｔ
Ｉ
省
之
ニ
於
テ
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
カ
或
事
業
ノ
為

メ
ニ
使
役
ス
ル
人
夫
八
百
五
十
人
ヲ
一
人
一
円
宛
ニ
テ
請
負
ヒ
タ
ル
関
係
上

右
亀
一
郎
ヨ
リ
本
件
ノ
金
円
ヲ
借
受
ケ
抵
当
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル
事
實
ニ
シ
テ

其
際
省
之
ガ
請
負
ヒ
タ
ル
人
夫
ノ
供
給
ヲ
完
了
シ
タ
ル
時
ハ
当
事
者
間
ノ
消

費
貸
借
ニ
因
ル
債
権
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ヘ
キ
契
約
ナ
リ
シ
処
省
之
ハ
約
ノ
如
ク

請
負
ノ
義
務
ヲ
履
行
シ
タ
ル
カ
故
ニ
八
百
五
十
円
ノ
債
権
ハ
当
時
既
ニ
消
滅

ニ
帰
シ
本
件
抵
当
豊
記
ハ
抹
消
セ
ラ
ル
ヘ
キ
関
係
ノ
モ
ノ
ナ
リ
シ
ニ
省
之
カ

（
マ
マ
）

死
亡
シ
タ
ル
為
メ
荏
苒
今
日
ニ
至
レ
ル
次
第
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
殆
ン
ト
十
八

年
ノ
久
シ
キ
債
権
ノ
行
使
ヲ
ナ
シ
タ
ル
事
蹟
ナ
キ
ヲ
以
テ
右
八
百
五
十
円
ノ

債
権
ハ
時
効
ニ
因
リ
テ
消
滅
シ
従
テ
抵
当
権
モ
亦
其
存
在
ヲ
失
ヘ
ル
モ
ノ
ナ

ル
カ
故
ニ
此
点
ニ
於
ケ
ル
被
告
ノ
抵
当
権
ノ
實
行
ハ
不
当
ナ
リ
ト
演
述
シ
立

証
ト
シ
テ
甲
第
一
乃
至
第
四
號
証
ヲ
提
出
シ
証
人
Ｔ
Ｓ
進
四
郎
、
Ｋ
Ｇ
直
行
、

Ｔ
Ｉ
頼
重
、
Ｉ
Ｔ
松
藏
ノ
証
言
ヲ
引
用
セ
リ

被
告
代
理
人
ハ
請
求
却
下
ノ
判
決
ヲ
求
ム
ト
申
立
テ
答
弁
ト
シ
テ
被
告
ハ
本

件
二
口
ノ
抵
当
債
権
ヲ
譲
受
ケ
其
弁
済
ナ
キ
ヲ
以
テ
抵
当
物
タ
ル
本
件
土
地

ニ
付
抵
当
権
ノ
實
行
ニ
因
ル
競
賣
ノ
申
立
ヲ
ナ
シ
競
賣
開
始
決
定
ヲ
受
ケ
タ

ル
次
第
ニ
シ
テ
原
告
ハ
右
二
口
ノ
債
権
ノ
消
滅
ヲ
主
張
ス
レ
ト
モ
其
主
張
ス

ル
事
由
ノ
存
在
ハ
被
告
ニ
於
テ
之
ヲ
認
メ
ズ
尤
モ
第
一
ノ
三
百
五
十
円
口
ニ

付
曩
キ
ニ
明
治
三
十
七
年
中
被
告
ノ
前
主
株
式
会
社
Ｎ
Ｎ
銀
行
カ
抵
当
権
ノ

実
行
ニ
因
ル
競
賣
ノ
申
立
ヲ
ナ
シ
タ
ル
後
チ
一
旦
開
始
セ
ラ
レ
タ
ル
競
賣
手

續
ヲ
取
下
ケ
タ
ル
コ
ト
ハ
事
實
ナ
ル
モ
右
ハ
原
告
ニ
於
テ
元
利
金
ノ
弁
済
ヲ

ナ
シ
タ
ル
為
メ
ニ
ア
ラ
ズ
当
時
被
告
ハ
原
告
ヨ
リ
該
競
賣
手
續
ノ
取
消
サ

ル
ヽ
様
其
取
計
方
ヲ
懇
請
シ
来
リ
タ
ル
ニ
付
Ｎ
Ｎ
銀
行
ニ
種
々
交
渉
ノ
末
結

局
抵
当
債
権
ヲ
被
告
ニ
於
テ
譲
受
ケ
被
告
ヨ
リ
其
對
価
ヲ
支
払
ヒ
銀
行
ヲ
シ

テ
競
賣
ノ
取
下
ヲ
ナ
サ
シ
メ
タ
ル
事
實
ナ
リ
又
第
二
ノ
八
百
五
十
円
口
ニ
対

ス
ル
原
告
ノ
主
張
中
時
効
援
用
ノ
点
ニ
付
テ
ハ
被
告
カ
抵
当
権
ノ
實
行
ニ
因

ル
本
件
競
売
ノ
申
立
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ハ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
ニ
シ
テ
同

日
仙
臺
区
裁
判
所
ニ
於
テ
競
賣
開
始
決
定
カ
与
ヘ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
此
事
實

ニ
因
リ
時
効
ハ
適
法
ニ
中
断
セ
ラ
レ
未
タ
完
成
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
尤
モ
右
競

賣
開
始
決
定
ノ
債
務
者
Ｔ
Ｉ
頼
重
ニ
送
達
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
其
翌
十
六
日
ナ
ル

モ
中
断
ハ
競
賣
申
立
ノ
日
ニ
於
テ
其
効
ヲ
生
ス
ル
カ
故
ニ
旁
原
告
ノ
請
求
ハ

六
七
三

三
七
一



大
審
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明
治
四
三
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五
日
判
決
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録
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理
由
ナ
シ
ト
云
フ
ニ
在
リ
テ
立
証
ト
シ
テ
乙
第
一
、
二

証
ヲ
提
出
シ
証
人

Ｔ
Ｓ
進
四
郎
、
Ｋ
Ｇ
直
行
ノ
証
言
ヲ
引
用
セ
リ

理
由

案
ス
ル
ニ
本
訴
ノ
争
点
ハ
本
件
二
口
ノ
債
権
カ
消
滅
シ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
在
リ

依
テ
先
ツ
第
一
ノ
三
百
五
十
円
ニ
付
案
ス
ル
ニ
明
治
廿
三
年
一
月
一
日
、
同

廿
六
年
一
月
六
日
及
同
廿
七
年
一
月
ニ
在
テ
各
利
息
ノ
支
払
ア
リ
シ
事
實
ハ

何
等
認
ム
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
原
告
ノ
立
証
ナ
ク
其
後
同
三
十
七
年
五
月
中
被
告

ノ
前
主
株
式
会
社
Ｎ
Ｎ
銀
行
ヨ
リ
抵
当
権
ノ
實
行
ニ
因
ル
競
売
ヲ
申
立
テ
ラ

レ
タ
ル
際
原
告
ニ
於
テ
元
利
ノ
悉
皆
ノ
弁
済
ヲ
ナ
シ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
ハ
其
提

出
ス
ル
甲

各
証
ニ
依
リ
一
應
認
メ
得
ヘ
キ
カ
如
ク
ナ
ル
モ
信
用
ス
ヘ
キ
証

人
Ｔ
Ｓ
進
四
郎
、
Ｋ
Ｇ
直
行
ノ
各
証
言
並
成
立
ニ
争
ナ
キ
乙
第
一

証
ニ
徴

ス
レ
ハ
原
告
カ
右
競
賣
ノ
申
立
ヲ
受
ケ
タ
ル
当
時
最
初
被
告
ハ
原
告
ノ
為
メ

ニ
債
権
額
中
幾
分
ノ
免
除
ヲ
得
且
ツ
弁
済
ニ
充
ツ
ヘ
キ
金
円
ヲ
貸
与
シ
原
告

ヲ
シ
テ
弁
済
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
盡
力
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
其
後
都
合
上

該
債
権
ハ
Ｎ
Ｎ
銀
行
ヨ
リ
被
告
ニ
於
テ
譲
受
ク
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
被
告
ヨ
リ
其

対
價
ヲ
支
払
ヒ
タ
ル
上
右
銀
行
ヲ
シ
テ
一
旦
申
立
タ
ル
競
賣
ノ
取
下
ヲ
ナ
サ

シ
メ
タ
ル
事
実
ニ
シ
テ
敢
テ
原
告
及
Ｎ
Ｎ
銀
行
間
ニ
弁
済
ノ
行
ハ
レ
シ
モ
ノ

ニ
ア
ラ
サ
ル
却
テ
被
告
抗
弁
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
認
メ
得
ヘ
ク
原
告
ノ
引
用
セ
ル

証
人
Ｉ
Ｔ
松
藏
ノ
証
言
ハ
当
裁
判
所
信
用
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
結
局
原
告
ノ
主
張

ハ
是
認
シ
カ
タ
ク
此
点
ノ
請
求
ハ
却
下
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
ノ
八
百
五
十
円
ニ
付
案
ス
ル
ニ
証
人
Ｔ
Ｉ
頼
重
ニ
於
ケ
ル
Ｔ
Ｉ
省
之
ハ

自
分
ノ
先
々
代
ニ
当
リ
明
治
二
十
九
年
中
死
亡
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
同
人
ニ

於
テ
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
ヨ
リ
金
円
ヲ
借
受
ケ
居
リ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
ハ
曽
テ
△
知
シ

タ
ル
コ
ト
ナ
リ
死
後
十
四
年
モ
経
過
セ
ル
今
日
ニ
至
ル
マ
テ
亀
一
郎
ヨ
リ
何

等
咄
シ
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
又
催
促
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
実
ナ
キ
旨
供
述
ス
レ

ト
モ
之
ノ
ミ
ニ
依
リ
テ
原
告
ノ
主
張
ス
ル
債
務
履
行
ノ
事
實
ヲ
推
認
シ
得
ヘ

キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
原
告
ノ
此
点
ノ
主
張
ハ
採
用
ス
ル
ニ
由
ナ
シ
次
ニ
時

効
ノ
点
ニ
付
案
ス
ル
ニ
本
訴
債
権
ハ
民
法
施
行
法
前
ノ
成
立
ニ
係
リ
抵
当
権

ヲ
以
テ
担
保
セ
ラ
レ
其
登
記
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
明
治
十
八
年
内
務
省
達

甲
第
二
十

ニ
所
謂
書
入
ノ
公
証
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
該
当
ス
ル
カ
故
ニ
民

法
施
行
前
ニ
在
テ
ハ
出
訴
期
限
ノ
適
用
ナ
キ
モ
ノ
ニ
属
セ
シ
ト
雖
民
法
施
行

法
第
三
十
二
条
ニ
依
リ
民
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
起
算
シ
民
法
時
効
ノ
規
定
ヲ
適

用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
本
訴
債
権
ハ
民
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
ニ
従

ヒ
其
間
何
等
時
効
ノ
完
成
ヲ
妨
ク
ル
事
由
ノ
存
在
セ
サ
ル
以
上
ハ
明
治
四
十

一
年
七
月
十
五
日
ヲ
経
過
ス
ル
ニ
因
リ
テ
時
効
ノ
完
成
ヲ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト

ス
被
告
ハ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
ニ
在
テ
本
件
抵
当
権
ノ
実
行
ニ
因
ル

競
賣
ヲ
申
立
テ
同
日
仙
臺
区
裁
判
所
ニ
於
テ
競
賣
手
續
ノ
開
始
ヲ
決
定
セ
ラ

レ
タ
ル
カ
故
ニ
此
事
實
ニ
因
リ
テ
時
効
ハ
適
法
ニ
完
成
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
主
張

ス
ル
處
競
賣
法
ニ
基
ク
競
賣
ハ
民
事
訴
訟
法
ノ
差
押
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
勿
論

ナ
リ
ト
雖
而
カ
モ
債
権
ノ
現
實
的
満
足
ヲ
求
ム
ル
手
段
タ
ル
ノ
点
ニ
於
テ
ハ

二
者
異
ナ
ル
所
ナ
ク
民
法
カ
差
押
ノ
外
仮
差
押
又
ハ
仮
處
分
ヲ
以
テ
時
効
中

断
ノ
原
因
ト
シ
タ
ル
法
意
ニ
照
ス
モ
独
リ
競
賣
法
ニ
基
ク
競
賣
ノ
ミ
之
ヲ
除

外
ス
ヘ
キ
理
由
ナ
キ
カ
故
ニ
民
法
百
四
十
七
条
ニ
所
謂
差
押
ハ
單
ニ
民
事
訴

訟
法
上
ノ
差
押
ノ
ミ
ニ
止
ラ
ス
競
賣
法
ニ
基
ク
競
賣
ヲ
モ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト

六
七
二

三
七
〇
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解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ヘ
ク
之
ヲ
以
テ
中
断
ノ
原
因
ト
ス
ル
被
告
ノ
主
張
ハ
正

当
ナ
リ
然
レ
ト
モ
差
押
ハ
時
効
ノ
利
益
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
為
サ
サ

ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
其
者
ニ
通
知
シ
タ
ル
後
ト
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
時
効
中
断
ノ
効
力

ヲ
生
セ
サ
ル
カ
故
ニ
本
件
ノ
場
合
ニ
於
テ
被
告
ハ
原
告
ノ
土
地
ニ
対
シ
競
賣

ノ
申
立
ヲ
為
シ
及
競
賣
開
始
決
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
然
リ
ト
セ
ス
債

務
者
タ
ル
訴
外
Ｔ
Ｉ
頼
重
ニ
之
カ
通
知
ヲ
為
シ
タ
ル
時
期
ニ
於
テ
始
メ
テ
中

断
ハ
其
効
力
ヲ
生
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
被
告
ノ
主
張
ニ
依
レ
ハ
競
賣
法
ノ
通

知
カ
債
務
者
頼
重
ニ
送
達
サ
レ
タ
ル
ハ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
六
日
ナ
リ
ト

云
フ
ニ
在
リ
テ
時
効
ノ
既
ニ
完
成
シ
タ
ル
後
チ
ニ
係
ル
コ
ト
明
白
ナ
ル
カ
故

ニ
被
告
ノ
申
立
タ
ル
競
賣
ハ
遂
ニ
中
断
ノ
効
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
シ
テ
了
ハ

リ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
然
レ
ハ
則
ハ
チ
本
件
八
百
五
十
円
ノ
債

権
ハ
時
効
ニ
因
リ
消
滅
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
同
時
ニ
之
ヲ
担
保
ス
ル
抵
当
権

モ
亦
消
滅
ニ
帰
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
寔
ニ
原
告
主
張
ノ
如
ク
ナ
ル
ニ
付
結

局
此
点
ノ
原
告
請
求
ハ
認
容
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

故
ニ
訴
訟
費
用
ニ
付
民
事
訴
訟
法
第
七
十
三
条
第
一
項
ヲ
適
用
シ
主
文
ノ
如

ク
判
決
ス

仙
臺
地
方
裁
判
所
民
事
部

裁
判
長
判
事

櫻
田

壽

判
事

岩
城

正
雄

判
事

前
田

勝
三
郎

【
宮
城
控
訴
院
明
治
四
二
年
七
月
二
四
日
判
決
】

明
治
四
十
二
年
ネ
四
五 

　
　
判
決

控
訴
人
仙
臺
市
荒
町
□
□
□
□
番
地
平
民
無
職

　
　
Ｓ
Ｍ
　
庄
吉

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

　
　
Ｈ
Ｔ
　
金
作

　
　
Ｍ
Ｙ
　
直
哉

被
控
訴
人
仙
臺
市
三
百
人
町
□
□
□
番
地
士
族
農

　
　
Ｋ
Ｎ
　
は
つ

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

　
　
Ｓ
Ｔ
　
権
三
郎

　
　
Ｓ
Ｋ
　
俊
輔

　
　
Ｍ
Ｕ
　
端

右
当
事
者
間
ノ
競
賣
異
議
事
件
ニ
付
キ
明
治
四
十
二
年
一
月
二
十
九
日
仙
臺

地
方
裁
判
所
ニ
於
テ
言
渡
シ
タ
ル
判
決
ニ
對
シ
控
訴
人
ヨ
リ
控
訴
ヲ
為
シ
被

控
訴
人
ヨ
リ
附
帯
控
訴
ヲ
為
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

　
　
主
文

被
控
訴
人
ノ
新
訴
ハ
之
ヲ
却
下
ス

被
控
訴
人
ノ
附
帯
控
訴
ハ
之
ヲ
棄
却
シ
附
帯
控
訴
ニ
関
ス
ル
訴
訟
費
用
ハ
被

控
訴
人
ノ
負
担
ト
ス

控
訴
人
ノ
控
訴
ニ
ヨ
リ
原
判
決
中
控
訴
人
敗
訴
ノ
部
分
ヲ
左
ノ
如
ク
變
更
ス

六
七
一

三
六
九
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控
訴
人
ハ
仙
臺
市
小
田
原
北
一
番
丁
通
□
番
畑
二
畝
七
歩
同
長
丁
通
□
□
□

番
市
街
宅
地
百
二
十
七
坪
七
合
三
勺
同
□
□
□
番
畑
一
町
八
反
三
畝
十
一
歩

同
□
□
□
番
田
六
反
九
畝
二
十
三
歩
同
□
□
□
番
畑
一
反
一
畝
十
三
歩
同
□

□
□
番
市
街
宅
地
八
十
七
坪
三
合
六
勺
同
□
□
□
番
畑
一
反
五
畝
四
歩
同
□

□
□
番
田
三
畝
二
十
五
歩
同
□
□
□
番
畑
三
畝
二
十
四
歩
同
□
□
番
畑
九
畝

二
十
五
歩
同
□
□
□
番
畑
四
畝
十
九
歩
以
上
十
一
筆
ノ
土
地
ヲ
抵
當
ト
シ
明

治
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
控
訴
人
ノ
前
主
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
ト
Ｔ
Ｉ
省
之
ト
ノ

間
ニ
成
立
シ
タ
ル
債
権
額
金
八
百
五
十
圓
利
息
年
一
割
五
分
期
限
同
年
十
一

月
三
十
日
ノ
債
権
ノ
存
在
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
シ
且
右
抵
當
附
債
権
ノ
弁
済

ヲ
受
ク
ル
為
メ
右
土
地
ニ
對
シ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
仙
臺
区
裁
判
所

ヘ
申
立
テ
タ
ル
抵
當
権
実
行
ニ
ヨ
ル
競
賣
申
立
中
前
記
長
丁
通
□
□
□
番
畑

□
□
□
番
畑
□
□
□
番
畑
ノ
三
筆
ニ
対
ス
ル
分
ヲ
除
キ
其
餘
ニ
付
キ
競
賣
申

立
ノ
取
下
手
續
ヲ
為
ス
ヘ
シ

其
餘
ノ
被
控
訴
人
ノ
請
求
ハ
之
ヲ
棄
却
ス

一
審
訴
訟
費
用
ノ
二
分
ノ
一
及
ヒ
控
訴
ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
控
訴
人
ノ
負
担
ト
ス

事
實

控
訴
人
ハ
原
判
決
中
控
訴
人
敗
訴
ノ
部
分
ヲ
廃
棄
シ
被
控
訴
人
ノ
請
求
棄
却

ノ
判
決
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ト
申
立
テ
被
控
訴
人
ハ
控
訴
棄
却
ノ
判
決
ヲ
求

メ
尚
附
帯
控
訴
ヲ
提
起
シ
テ
原
判
決
中
被
控
訴
人
敗
訴
ノ
部
分
ヲ
廃
棄
シ
更

ニ
控
訴
人
ハ
仙
臺
市
小
田
原
北
一
番
丁
通
□
番
畑
二
畝
七
歩
外
十
筆
（
主
文

記
載
ノ
土
地
）
ノ
土
地
ヲ
抵
當
ト
シ
登
記
シ
ア
ル
明
治
二
十
年
六
月
七
日
成

立
ノ
債
権
額
金
三
百
五
十
圓
利
息
年
一
割
五
分
期
限
同
年
十
一
月
三
十
日
ノ

債
権
ハ
消
滅
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
シ
且
右
債
権
ノ
弁
済
ヲ
受
ク
ル
為
メ
右
土

地
ニ
対
シ
控
訴
人
カ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
仙
臺
區
裁
判
所
ニ
申
立
テ

タ
ル
抵
當
権
ノ
実
行
ニ
ヨ
ル
競
賣
申
立
ノ
取
下
手
續
ヲ
為
ス
ヘ
シ
訴
訟
費
用

ハ
控
訴
人
ノ
負
担
ト
ス
ト
ノ
判
決
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ト
申
立
テ
控
訴
人
ハ

附
帯
控
訴
棄
却
ノ
判
決
ヲ
求
メ
タ
リ

被
控
訴
人
ハ
原
判
決
中
原
告
主
張
ノ
事
実
摘
示
ノ
如
ク
事
実
関
係
ヲ
演
述
シ

尚
一
Ｎ
Ｎ
銀
行
ハ
商
人
ニ
シ
テ
本
訴
三
百
五
十
圓
ノ
貸
借
ハ
其
営
業
上
ニ
於

ケ
ル
商
取
引
ナ
ル
ヲ
以
テ
該
債
権
ノ
時
効
ニ
付
テ
ハ
商
法
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

ヘ
ク
仮
ニ
民
法
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
民
法
施
行
後
十
ヶ
年

以
上
ヲ
経
過
シ
其
間
中
断
ノ
事
実
ナ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
該
債
権
ハ
既
ニ
時
効
ニ

ヨ
リ
テ
消
滅
シ
タ
リ
控
訴
人
ハ
明
治
三
十
七
年
六
月
中
被
控
人
ニ
於
テ
其
義

（
マ
マ
）

務
ヲ
承
認
シ
タ
ル
ノ
事
実
ア
ル
ヲ
以
テ
時
効
ハ
之
ニ
因
リ
テ
中
断
セ
ラ
レ
タ

リ
云
フ
モ
其
承
認
ノ
事
実
ハ
之
ヲ
認
メ
ス
仮
ニ
此
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
義
務

者
ニ
ア
ラ
サ
ル
被
控
訴
人
ノ
承
認
ハ
時
効
中
断
ノ
効
力
ナ
シ
二
今
回
控
訴
人

ノ
申
立
テ
タ
ル
競
賣
手
続
ハ
時
効
中
断
ノ
原
因
タ
ル
請
求
ニ
ア
ラ
ス
又
差
押

ニ
モ
ア
ラ
ス
故
ニ
時
効
中
断
ノ
効
力
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
仮
リ
ニ
中
断
ノ
原
因

タ
リ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
其
申
立
ニ
ヨ
リ
仙
臺
区
裁
判
所
カ
與
ヘ
タ
ル
競

売
開
始
決
定
ハ
時
効
完
成
ノ
翌
日
ナ
ル
明
治
四
十
一
年
七
月
十
六
日
ニ
Ｔ
Ｉ

頼
重
ニ
送
達
セ
ラ
レ
又
登
記
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
此
手
続
ハ
第
一
ノ

三
百
五
十
圓
ノ
債
権
ニ
付
テ
モ
第
二
ノ
八
百
五
十
圓
ノ
債
権
ニ
付
テ
モ
時
効

中
断
ノ
効
力
ナ
シ
仮
リ
ニ
効
力
ア
リ
ト
ス
ル
モ
債
務
者
又
ハ
其
承
継
人
ニ
對

シ
効
力
ア
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
被
控
訴
人
ニ
對
シ
テ
ハ
其
効
力
ナ
シ
三
控
訴
人
ハ

六
七
〇

三
六
八
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八
百
五
十
圓
ノ
債
権
ニ
付
キ
明
治
四
十
一
年
六
月
五
日
前
主
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
ニ

於
テ
控
訴
人
ニ
代
ハ
リ
義
務
者
ニ
對
シ
義
務
履
行
ノ
催
告
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
云

フ
モ
其
事
実
ハ
認
メ
ス
仮
リ
ニ
其
事
実
ア
リ
ト
ス
ル
モ
六
ヶ
月
内
ニ
民
法
第

百
五
十
三
条
所
定
ノ
手
續
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ヲ
以
テ
時
効
中
断
ノ
効
力
ナ
シ
四
本

訴
物
件
中
長
丁
通
□
□
□
番
□
□
□
番
□
□
□
番
ノ
三
筆
ハ
被
控
訴
人
ヨ
リ

Ｓ
Ｊ
弥
平
治
ニ
譲
渡
シ
當
時
同
人
ノ
所
有
名
義
ト
ナ
ル
コ
ト
ハ
争
ハ
サ
ル
モ

是
仮
装
譲
渡
ニ
シ
テ
真
ノ
所
有
者
ハ
被
控
訴
人
ナ
リ
ト
陳
述
シ
立
証
ト
シ
テ

甲
第
二
、
三
号
証
同
第
四
号
証
ノ
一
、
二
、
三
新
甲
第
一
号
証
ノ
一
、
二
新

甲
第
二
号
証
ヲ
提
出
シ
証
人
Ｋ
Ｇ
直
行
Ｔ
Ｓ
進
四
郎
Ｉ
Ｔ
松
藏
Ｔ
Ｉ
頼
重
Ｋ

Ｎ
善
治
ノ
証
言
及
ヒ
乙
第
二
号
証
ヲ
引
用
シ
乙
号
証
ノ
成
立
ヲ
認
メ
タ
リ

控
訴
人
ハ
原
判
決
中
被
告
主
張
ノ
事
実
摘
示
ノ
如
ク
事
実
関
係
ヲ
演
述
シ
尚

一
本
訴
第
一
ノ
金
三
百
五
十
圓
ノ
債
権
ニ
付
テ
ハ
被
控
訴
人
ハ
原
審
ニ
於
テ

弁
済
ノ
事
実
ノ
ミ
ヲ
請
求
ノ
原
因
ト
為
シ
ナ
カ
ラ
本
審
ニ
至
リ
新
ニ
時
効
ヲ

援
用
シ
其
債
権
ノ
消
滅
ヲ
主
張
ス
ル
ハ
請
求
原
因
ノ
變
更
ナ
リ
二
右
三
百
五

十
圓
ノ
債
権
ハ
商
法
施
行
前
ニ
成
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
商
行
為

ニ
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
債
権
ニ
モ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ニ
商
法
ノ
時
効
ニ
関
ス
ル

規
定
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
且
其
債
権
ニ
付
テ
ハ
明
治
三
十
七
年
六
月
十

三
日
被
控
訴
人
ニ
於
テ
承
認
ヲ
為
シ
タ
ル
ノ
事
実
ア
ル
ヲ
以
テ
時
効
ハ
之
ニ

因
テ
中
断
セ
ラ
レ
タ
リ
三
第
二
ノ
金
八
百
五
十
圓
ノ
債
権
ニ
付
テ
ハ
明
治
四

十
一
年
六
月
五
日
前
主
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
カ
其
債
権
ヲ
控
訴
人
ニ
譲
渡
シ
タ
ル
コ

ト
ヲ
通
知
ス
ル
際
控
訴
人
ニ
代
ハ
リ
テ
債
務
者
Ｔ
Ｉ
頼
重
ニ
對
シ
義
務
履
行

ノ
催
告
ヲ
為
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
時
効
ハ
之
ニ
因
リ
テ
中
断
セ
ラ
レ
タ
リ
四
今
回

控
訴
人
ノ
申
立
テ
タ
ル
競
賣
事
件
ノ
開
始
決
定
カ
明
治
四
十
一
年
七
月
十
六

日
ニ
Ｔ
Ｉ
頼
重
ニ
送
達
セ
ラ
レ
又
登
記
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
争
ハ
サ
ル
モ

（
申
立
及
ヒ
決
定
ハ
同
月
十
五
日
）
時
効
ハ
控
訴
人
ヨ
リ
競
賣
ノ
申
立
ヲ
為
シ

裁
判
所
カ
開
始
決
定
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ニ
中
断
セ
ラ
ル
ヽ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
右

送
達
及
ヒ
登
記
ノ
十
六
日
ニ
為
サ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
本
訴
ニ
影
響
ナ
シ
五
本
訴

物
件
中
長
丁
通
□
□
□
番
□
□
□
番
□
□
□
番
ノ
畑
三
筆
ハ
當
時
Ｓ
Ｊ
弥
平

治
ノ
所
有
ニ
シ
テ
被
控
訴
人
ノ
所
有
ニ
ア
ラ
ス
故
ニ
之
ニ
関
ス
ル
被
控
訴
人

ノ
請
求
ハ
不
當
ナ
リ
ト
陳
述
シ
立
証
ト
シ
テ
乙
第
一
、
二
号
証
新
乙
第
一
、

二
、
三
、
四
、
五
号
証
ヲ
提
出
シ
証
人
Ｔ
Ｓ
進
四
郎
Ｋ
Ｇ
直
行
ノ
証
言
及
ヒ

甲
第
三
号
証
甲
第
四
号
証
ノ
一
、
原
審
明
治
四
十
一
年
十
二
月
五
日
ノ
調
書

ヲ
引
用
シ
甲
第
四
号
証
ノ
三
ヲ
否
認
シ
其
餘
ノ
甲
号
証
ノ
成
立
ヲ
認
メ
タ
リ

理
由

控
訴
及
ヒ
附
帯
控
訴
ハ
共
ニ
適
法
ナ
リ

被
控
訴
人
ハ
本
訴
第
一
ノ
金
三
百
五
十
圓
ノ
債
権
ノ
消
滅
確
認
及
ヒ
其
債
権

ノ
弁
済
ヲ
受
ク
ル
為
メ
ニ
ナ
シ
タ
ル
競
賣
申
立
ノ
取
下
ヲ
請
求
ス
ル
原
因
ト

シ
テ
時
効
ヲ
援
用
ス
レ
ト
モ
原
審
ニ
於
テ
其
請
求
原
因
ト
シ
テ
申
立
テ
タ
ル

処
ハ
單
ニ
弁
済
ノ
事
実
ノ
ミ
ニ
止
リ
時
効
ノ
コ
ト
ハ
當
審
ニ
於
テ
新
ニ
附
加

シ
タ
ル
所
ノ
モ
ノ
ニ
係
レ
リ
抑
モ
弁
済
ノ
事
実
ト
時
効
完
成
ノ
事
実
ト
ハ
別

種
ノ
債
権
消
滅
ノ
原
因
ニ
シ
テ
其
事
実
関
係
ハ
全
ク
相
異
ル
カ
故
ニ
此
ト
彼

ト
ハ
同
一
ナ
ル
請
求
ノ
原
因
ニ
ア
ラ
ス
即
時
効
ハ
弁
済
ノ
事
実
以
外
ニ
在
リ

テ
別
ヶ
獨
立
ノ
請
求
原
因
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
被
控
訴
人
ハ
當
審
ニ
至

リ
新
ニ
一
ノ
原
因
ヲ
附
加
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
ク
而
シ
テ
此
新
原
因
ノ
附

六
六
九

三
六
七
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加
ハ
即
新
訴
ノ
提
起
ニ
外
ナ
ラ
ス
シ
テ
控
訴
審
ニ
於
テ
ハ
絶
對
ニ
之
ヲ
許
サ

ス
故
ニ
右
時
効
ヲ
原
因
ト
ス
ル
請
求
ハ
新
訴
ト
シ
テ
之
ヲ
却
下
ス
ル
ヲ
相
當

ト
ス
依
テ
主
文
一
項
ノ
如
ク
判
決
シ
更
ニ
原
審
以
来
主
張
シ
タ
ル
請
求
原
因

ノ
當
否
ヲ
按
ス
ル
ニ
被
控
訴
人
ハ
右
三
百
五
十
圓
ノ
債
権
ニ
付
テ
ハ
明
治
二

十
三
年
一
月
一
日
ニ
於
テ
同
日
マ
テ
ノ
利
子
全
部
ヲ
同
二
十
六
年
一
月
六
日

ニ
於
テ
更
ニ
同
日
マ
テ
ノ
利
子
全
部
ヲ
各
支
拂
ヒ
尋
テ
同
二
十
七
年
一
月
ニ

於
テ
利
子
ノ
入
金
ヲ
為
シ
元
金
ハ
同
年
六
月
三
十
日
迄
ノ
猶
豫
ヲ
請
ヒ
其
後

被
控
訴
人
カ
本
訴
地
所
ヲ
買
受
タ
ル
後
同
三
十
七
年
五
月
ニ
至
リ
控
訴
人
ノ

前
主
Ｎ
Ｎ
銀
行
ヨ
リ
抵
當
権
ノ
実
行
ニ
ヨ
ル
競
売
申
立
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ

被
控
訴
人
ハ
其
請
求
金
額
ノ
全
部
ヲ
弁
済
シ
テ
競
賣
申
立
ノ
取
下
ヲ
為
サ
シ

メ
茲
ニ
該
債
権
ノ
全
部
ハ
消
滅
ニ
帰
シ
タ
リ
ト
主
張
ス
レ
ト
モ
右
競
賣
ノ
申

立
前
ニ
利
子
ノ
支
拂
ア
リ
タ
リ
ト
ノ
事
実
ハ
之
ヲ
確
ム
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
証
左

ナ
ク
又
競
賣
申
立
後
被
控
訴
人
ヨ
リ
其
請
求
金
額
ノ
全
部
ヲ
弁
済
シ
タ
リ
ト

ノ
事
実
モ
下
記
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
能
ハ
ス
即
被
控
訴
人
カ

立
証
ニ
供
ス
ル
甲
二
、
三
号
証
同
四
号
証
ノ
一
、
二
ニ
ヨ
レ
ハ
一
應
其
事
実

ヲ
認
メ
得
ヘ
キ
カ
如
ク
ナ
レ
ト
モ
信
用
ス
ヘ
キ
証
人
Ｔ
Ｓ
進
四
郎
Ｋ
Ｇ
直
行

ノ
証
言
及
ヒ
乙
一
、
二
号
証
ニ
ヨ
レ
ハ
當
時
被
控
訴
人
ニ
於
テ
其
金
額
ヲ
弁

済
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
Ｎ
Ｎ
銀
行
ヨ
リ
該
債
権
ヲ
控
訴
人
ニ
譲
渡
シ
Ｎ
Ｎ

銀
行
ハ
其
債
権
者
タ
ル
資
格
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
之
カ
競
賣
申
立
ヲ
取
下
タ

ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
ニ
認
メ
得
ヘ
ク
而
シ
テ
被
控
訴
人
カ
此
點
ニ
付
キ
引

用
ス
ル
他
ノ
証
人
ノ
証
言
ハ
信
用
シ
難
ク
又
他
ノ
書
証
ハ
以
テ
右
認
定
ヲ
動

カ
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
該
債
権
ハ
未
タ
消
滅
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
認
定
ス
従
テ

其
消
滅
ノ
確
認
請
求
及
ヒ
其
消
滅
ヲ
理
由
ト
ス
ル
競
賣
申
立
取
下
ノ
請
求
ハ

何
レ
モ
理
由
ナ
シ
依
テ
附
帯
控
訴
ニ
付
テ
ハ
民
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
四
条

第
Ｎ
Ｎ
条
ヲ
適
用
シ
主
文
二
項
ノ
如
ク
判
決
シ
更
ニ
本
訴
第
二
ノ
金
八
百
五

十
圓
ノ
債
権
ノ
消
滅
シ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
按
ス
ル
ニ
其
債
権
カ
債
務
者
Ｔ
Ｉ
省

之
ノ
義
務
ノ
履
行
ニ
ヨ
リ
テ
明
治
二
十
三
年
中
ニ
消
滅
シ
タ
リ
ト
ノ
被
控
訴

人
ノ
主
張
ハ
之
ヲ
確
認
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
証
左
ナ
キ
ヲ
以
テ
此
主
張
ハ
之
ヲ

採
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
雖
モ
該
債
権
ハ
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
成

立
シ
同
年
十
一
月
三
十
日
ヲ
返
済
期
限
ト
ス
ル
債
権
ナ
ル
コ
ト
ハ
當
事
者
間

ニ
争
ヒ
ナ
キ
事
実
ニ
シ
テ
此
債
権
ハ
抵
當
附
即
書
入
公
証
ヲ
経
タ
ル
債
権
ナ

ル
カ
故
ニ
民
法
施
行
前
ニ
於
テ
出
訴
期
限
規
則
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
カ

リ
シ
ト
雖
モ
民
法
施
行
法
第
三
十
二
条
第
三
十
一
条
ニ
ヨ
リ
民
法
実
施
ノ
日

ヨ
リ
起
算
シ
十
ヶ
年
ノ
経
過
ニ
ヨ
リ
時
効
ニ
罹
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
故
ニ
若
シ

其
間
ニ
時
効
中
断
ノ
原
因
タ
ル
事
実
ナ
カ
リ
シ
ト
ス
レ
ハ
明
治
四
十
一
年
七

月
十
五
日
即
民
法
実
施
ノ
日
ヨ
リ
満
十
ヶ
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
日
ニ
於
テ
時
効

ハ
完
成
ス
ヘ
シ
依
テ
其
間
ニ
中
断
ノ
原
因
タ
ル
事
実
ア
リ
シ
ヤ
否
ヤ
ヲ
按
ス

ル
ニ
控
訴
人
ハ
明
治
四
十
一
年
六
月
五
日
前
主
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
カ
債
務
者
ニ
対

シ
債
権
譲
渡
ノ
通
知
ヲ
為
シ
タ
ル
際
同
時
ニ
控
訴
人
ニ
代
ハ
リ
債
務
履
行
ノ

催
告
ヲ
為
シ
タ
ル
カ
故
ニ
時
効
ハ
之
ニ
ヨ
リ
テ
中
断
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
云
フ
モ

其
立
証
ニ
供
ス
ル
新
乙
一
号
証
ハ
唯
譲
渡
ノ
通
知
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
シ

ム
ル
足
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
Ｍ
Ｍ
亀
一
郎
カ
控
訴
人
ニ
代
ハ
リ
債
務
履
行
ノ
催
告

ヲ
為
シ
タ
リ
ト
ノ
事
実
ヲ
認
メ
シ
ム
ル
ニ
足
ラ
ス
他
ノ
証
拠
モ
亦
此
事
実
ヲ

証
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
右
主
張
ハ
之
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
控
訴

六
六
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人
カ
抵
當
権
ノ
実
行
ノ
為
メ
ニ
ナ
シ
タ
ル
本
件
競
賣
申
立
ハ
明
治
四
十
一
年

七
月
十
五
日
ニ
シ
テ
同
日
開
始
決
定
ノ
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
當
事
者
間
ニ
争
ヒ

ナ
キ
事
実
ナ
リ
ト
雖
モ
此
事
実
ハ
下
記
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
テ
時
効
中
断
ノ
効
力

ヲ
生
セ
ス
抑
モ
競
賣
法
ニ
基
ク
競
賣
（
増
価
競
賣
ヲ
除
ク
）
ハ
債
権
ノ
強
制

的
実
行
ノ
方
法
ナ
ル
點
ニ
於
テ
民
事
訴
訟
法
ノ
差
押
ト
異
ル
所
ナ
リ
而
シ
テ

民
事
訴
訟
法
ノ
差
押
カ
時
効
中
断
ノ
原
因
タ
リ
得
ル
ハ
全
ク
此
性
質
ヲ
有
ス

ル
カ
為
メ
ニ
外
カ
ナ
ラ
サ
レ
ハ
之
ト
同
一
性
質
ヲ
有
ス
ル
競
賣
法
ニ
基
ク
競

賣
モ
亦
時
効
中
断
ノ
原
因
タ
リ
得
へ
ク
之
ヲ
除
外
ス
ヘ
キ
何
等
特
別
ノ
理
由

ア
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
民
法
ハ
之
ヲ
其
第
百
四
十
七
条
ノ
差
押
中
ニ
包
含

セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
當
ト
ス
ト
雖
モ
其
時
効
中
断
ノ
効
力
ハ
非

訟
事
件
手
続
法
第
十
八
条
ニ
ヨ
リ
競
賣
開
始
決
定
ヲ
時
効
ノ
利
益
ヲ
受
ク
ヘ

キ
者
ニ
告
知
シ
之
ニ
對
シ
其
裁
判
ノ
効
力
ヲ
生
セ
シ
メ
タ
ル
時
ニ
発
生
ス
ル

モ
ノ
ト
解
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
不
動
産
ニ
対
ス
ル
強
制
競
賣
ノ
場

合
ニ
ハ
競
賣
開
始
決
定
ノ
送
達
ア
リ
テ
差
押
ノ
効
力
ヲ
生
シ
タ
ル
時
初
メ
テ

時
効
中
断
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
競
賣
法
ニ
基
ク
競
賣
モ
其
裁

判
ノ
告
知
ア
リ
タ
ル
時
ニ
初
メ
テ
時
効
中
断
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス

ル
ヲ
妥
當
ト
ス
レ
ハ
ナ
リ
然
ル
ニ
本
件
競
賣
開
始
決
定
ハ
時
効
期
間
ノ
滿
了

日
ナ
ル
明
治
四
十
一
年
七
月
十
五
日
内
ニ
債
務
者
ニ
告
知
セ
ラ
レ
サ
リ
シ
コ

ト
ハ
控
訴
人
ノ
認
ム
ル
所
ニ
シ
テ
又
同
日
内
ニ
被
控
訴
人
ニ
告
知
セ
ラ
レ
タ

リ
ト
ノ
コ
ト
ハ
控
訴
人
ノ
主
張
セ
サ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
告
知
ナ
カ
リ
シ
モ

ノ
ト
認
ム
ル
ノ
外
ナ
ク
従
テ
右
競
賣
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ス
時
効
ハ
遂

ニ
中
断
セ
ス
シ
テ
完
成
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
他
ニ
時

効
中
断
ノ
原
因
タ
ル
ヘ
キ
事
実
ナ
キ
ヲ
以
テ
前
示
金
八
百
五
十
圓
ノ
債
権
ハ

今
日
ニ
於
テ
ハ
既
ニ
時
効
ニ
ヨ
リ
消
滅
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
故
ニ
其
消
滅
確

認
及
ヒ
之
ヲ
原
因
ト
ス
ル
競
賣
申
立
ノ
取
下
請
求
ハ
理
由
ア
リ
然
レ
ト
モ
長

丁
通
□
□
□
番
□
□
□
番
□
□
□
番
ノ
畑
三
筆
ハ
登
記
簿
上
被
控
訴
人
ヨ
リ

訴
外
Ｓ
Ｊ
弥
平
治
ニ
譲
渡
シ
タ
ル
コ
ト
為
シ
ア
リ
テ
當
時
被
控
訴
人
ノ
所
有

名
義
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ハ
被
控
訴
人
ノ
争
ハ
サ
ル
事
実
ニ
シ
テ
被
控
訴
人
ハ

此
譲
渡
ハ
仮
装
ナ
リ
ト
云
フ
モ
其
確
証
ナ
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
真
実
ノ
譲
渡
ト
認

ム
ヘ
ク
従
テ
今
日
ニ
於
テ
ハ
被
控
訴
人
ハ
右
三
筆
ノ
所
有
者
ニ
ア
ラ
ス
果
シ

テ
然
ラ
ハ
仮
令
其
三
筆
カ
競
賣
セ
ラ
ル
ヽ
モ
被
控
訴
人
ハ
之
ニ
容
喙
ス
ル
コ

ト
能
ハ
サ
ル
筋
合
ニ
シ
テ
此
三
筆
ニ
関
ス
ル
競
賣
申
立
取
下
ノ
請
求
ハ
理
由

ナ
シ
依
テ
控
訴
ニ
付
テ
ハ
民
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
条
第
七
十
三
条
第
七
十

八
条
ニ
ヨ
リ
主
文
三
項
以
下
ノ
如
ク
判
決
シ
タ
リ

宮
城
控
訴
院
第
二
休
暇
部

裁
判
長
判
事

林

頼
三
郎

判
事

荻
原

義
三
郎

判
事

林

安
宅

判
事

設
樂

東
雄

判
事

境
澤

彌
太
郎

＊
矢
野
達
雄
教
授
か
ら
、
第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決
原
本
の
文
字
等
に
つ

い
て
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
も

と
よ
り
誤
読
等
に
つ
い
て
の
責
任
は
わ
た
く
し
に
あ
り
ま
す
。

六
六
七

三
六
五




